




はじめに：本事業の目指すべき姿と支援内容
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 商店街等が今後どうあるべきかを検討し、具体的な対応策を模索するためには、地域の住民やコミュニティのニーズ・需要をしっ

かり把握・分析し、地域の多様な関係者を巻き込み、中核的な推進体制づくりを行うことが必要。

 ニーズ・需要の把握・分析の結果、商店街等に不足する機能があれば、空き店舗等を活用し、働く場を創出する企業誘致や

地域住民のニーズを満たす生活関連サービスの誘致・起業創業の促進など、機能複合化に取り組むことが重要。また、住民

ニーズやコロナ禍で変化した需要構造に応えられていない既存店舗の事業の見直しや、ウィズコロナ・ポストコロナも踏まえた商

店街等のあるべき姿に向けた最適な店舗構成（テナントミックスなど）の実現についても検討を行う必要がある。

 このような取り組みにより、周辺の需要の集約と新たな需要創出を図り、商店街等に集積する中小小売・サービス業の需要拡

大に繋げ、持続的な地域・商店街等を目指す。

 人口減少や電子商取引の台頭など、地域経済の構造変化により、商店街等の商業機能としての位置づけは変化。コミュニティ

の生活支援などの機能・役割を期待する声が大きくなってきている。

 今後、商店街等は、アクセスの良さやリアルな場としての強みを活かしつつ、専ら「商店」の街から、地域の住民やコミュニティが期

待する多様なニーズに応える場として、「商店が集まる街」から「生活を支える街」へと変革することが必要。

 また、ウィズコロナ・ポストコロナへの対応として、商店街等においても「新たな日常」への変化を取り込み、コロナ禍で変化した需

要構造に適した供給体制を構築することが必要不可欠。

 本事業では、中小小売・サービス業のグループ等が、以上のような新たな需要創出に繋がる魅力的な機能の導入のための環境

整備や、最適なテナントミックスなどを行うための体制・仕組みづくり等に対し、地方公共団体と国が協調支援する。

１. 商店街等の背景・課題

２. 商店街等による対応策

３. 本事業における支援
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５．間接補助事業の審査基準

 以下の審査基準に基づいて外部の有識者により総合的な評価を行います。ただし、審査基準①か
ら③までを満たしていない事業については、他項目の評価にかかわらず採択いたしません。

①募集要領「９－１．間接補助事業者の応募資格」の内容を満たしているか。

②募集要領「１－３．事業内容」に合致しているか。

③提案内容が本事業の目的に合致しているか。

④間接補助事業の実施方法、実施スケジュールが現実的か。

⑤間接補助事業を遂行するための資力、資金調達能力を有しているか。

⑥間接補助事業に必要となる経費・費目を過不足無く考慮し、適正な積算が行われているか。

⑦間接補助事業の成果を高めるための効果的な工夫が見られ、モデル事業として先進的な事業が提案されているか。

⑧間接補助事業を円滑に実施するために、事業規模等に適した実施体制（中核的な担い手や各プレイヤーの役割分担の明確化等）をとっており、必要な地

域の関係団体との連携を十分に図ることができる体制となっているか。

⑨間接補助事業の内容の熟度

・商店街等を取り巻く現況が把握できているか。

・地域住民が商店街等に求めるニーズを想定できているか。

・商店街等としてのあるべき（目指す）姿を検討できているか。

・商店街等としてのあるべき姿に向けてターゲットとする客層や商圏を想定できているか。

・商店街等のあるべき姿に向けて、不足する機能やその導入方法を検討しているか。

・商店街等のあるべき姿に向け、既存店舗の事業や店舗構成をどのように地域ニーズ・需要に沿ったものとするか、検討がなされているか。

・あるべき姿を実現し持続的な発展に繋げる中長期の取組みが具体的に検討されているか。

⑩間接補助事業の実施効果

・間接補助事業により達成しようとする効果を分析するために取得するデータ指標の種類は妥当か。

・間接補助事業により達成しようとする効果を分析するために取得するデータ指標の測定方法は妥当か。

・効果的にデータを取得・活用するための工夫がなされているか。

・商店街等のあるべき姿に向け間接補助事業により得られたデータを同事業実施後に活用するための仕組みづくりが具体的に検討されているか。

○他施策の認定計画等に基づく事業を行う場合の加点措置について

中心市街地活性化基本計画（中心市街地活性化法）、商店街活性化事業計画（地域商店街活性化法）、商店街活性化促進事業計画（地域再
生法）に基づく事業又は地域再生エリアマネジメント負担金制度（地域再生法）を活用する団体が行う事業である場合、採択審査にて加点措置を行います。

審
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担当課室 住所 電話番号・メール 管轄区域

北海道経済産業局
経営支援課 商業振興室

〒060-0808
札幌市北区北8条西2 札幌第1合
同庁舎

電話番号：011-738-3236
E-mail：
hokkaido-shogyo@meti.go.jp

北海道

東北経済産業局
商業・流通サービス産業課

〒980-8403
仙台市青葉区本町3-3-1 仙台合

同庁舎Ｂ棟

電話番号：022-221-4914
E-mail：

thk-shougyou@meti.go.jp

青森県、岩手県、宮城県、秋田県、
山形県、福島県

関東経済産業局
流通・サービス産業課 商業振興室

〒330-9715
さいたま市中央区新都心1-1 合同
庁舎1号館

電話番号 048-600-0317
E-mail：
kanto-syoutengai@meti.go.jp

茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、
千葉県、東京都、神奈川県、新潟
県、山梨県、長野県、静岡県

中部経済産業局
流通・サービス産業課

〒460-8510
名古屋市中区三の丸2-5-2

電話番号 052-951-0597
E-mail：
chb-syogyo@meti.go.jp

富山県、石川県、岐阜県、愛知県、
三重県

近畿経済産業局
流通・サービス産業課

〒540-8535
大阪市中央区大手前1-5-44 大阪
合同庁舎1号館

電話番号 06-6966-6025
E-mail：
kin-commerce-lg@meti.go.jp

福井県、滋賀県、京都府、大阪府、
兵庫県、奈良県、和歌山県

中国経済産業局
流通・サービス産業課

〒730-8531

広島市中区上八丁堀6-30 広島合
同庁舎2号館

電話番号 082-224-5655

E-mail：
cgk5655@meti.go.jp

鳥取県、島根県、岡山県、広島県、
山口県

四国経済産業局
商務・流通・サービス産業課
（R3.4～商務・流通産業課）

〒760-8512
高松市サンポート3-33 高松サンポー
ト合同庁舎

電話番号 087-811-8524
E-mail：
sik-syougyou@meti.go.jp

徳島県、香川県、愛媛県、高知県

九州経済産業局
流通・サービス産業課 商業振興室

〒812-8546
福岡市博多区博多駅東2-11-1 福
岡合同庁舎本館

電話番号 092-482-5456
E-mail：
kyu-ryutsushogyo@meti.go.jp

福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、
大分県、宮崎県、鹿児島県

内閣府沖縄総合事務局
商務通商課

〒900-0006
那覇市おもろまち2-1-1 那覇第2地

方合同庁舎2号館

電話番号 098-866-1731
E-mail：

MLOKCTD@meti.go.jp
沖縄県

・中小企業庁商業課
・地域経済産業グループ 中心市街
地活性化室

〒100-8912
東京都千代田区霞が関1-3-1

電話番号 03-3501-1929
E-mail：honsyo-
kinofukugoka@meti.go.jp
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６．問い合わせ先


